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【手続補正書】
【提出日】平成26年10月21日(2014.10.21)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　高尿酸血症に罹っている対象の血清尿酸レベルを低下させる薬剤であって、（－）－ハ
ロフェナート、（－）－ハロフェン酸またはその医薬的に許容される塩であり、その（＋
）－エナンチオマーを実質的に含まない第１の尿酸低下薬、ならびにキサンチンオキシダ
ーゼ阻害剤である第２の尿酸低下薬の治療上有効量を含む薬剤。
【請求項２】
　前記第１の尿酸低下薬が、（－）－ハロフェナートである、請求項１に記載の薬剤。
【請求項３】
　前記第１の尿酸低下薬の用量が、約１００ｍｇ／日～約１０００ｍｇ／日である、請求
項１に記載の薬剤。
【請求項４】
　前記キサンチンオキシダーゼ阻害剤が、フェブキソスタットである、請求項１に記載の
薬剤。
【請求項５】
　前記フェブキソスタットの用量が、約１０ｍｇ／日～約２４０ｍｇ／日である、請求項
４に記載の薬剤。
【請求項６】
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　前記（－）－ハロフェナートの用量が、約４００ｍｇ／日～約８００ｍｇ／日であり、
前記キサンチンオキシダーゼ阻害剤が、フェブキソスタットであり、前記用量が、約４０
ｍｇ／日～約１２０ｍｇ／日である、請求項２に記載の薬剤。
【請求項７】
　高尿酸血症に関連する障害に罹っている対象を治療するための薬剤であって、（－）－
ハロフェナート、（－）－ハロフェン酸またはその医薬的に許容される塩であり、その（
＋）－エナンチオマーを実質的に含まない第１の尿酸低下薬、ならびにキサンチンオキシ
ダーゼ阻害剤である第２の尿酸低下薬の治療上有効量を含む薬剤。
【請求項８】
　前記第１の尿酸低下薬が、（－）－ハロフェナートである、請求項７に記載の薬剤。
【請求項９】
　前記第１の尿酸低下薬の用量が、約１００ｍｇ／日～約１０００ｍｇ／日である、請求
項７に記載の薬剤。
【請求項１０】
　前記キサンチンオキシダーゼ阻害剤が、フェブキソスタットである、請求項７に記載の
薬剤。
【請求項１１】
　前記フェブキソスタットの用量が、約１０ｍｇ／日～約２４０ｍｇ／日である、請求項
１０に記載の薬剤。
【請求項１２】
　前記（－）－ハロフェナートの用量が、約４００ｍｇ／日～約８００ｍｇ／日であり、
前記キサンチンオキシダーゼ阻害剤が、フェブキソスタットであり、前記用量が、約４０
ｍｇ／日～約１２０ｍｇ／日である、請求項８に記載の薬剤。
【請求項１３】
　高尿酸血症に関連する障害が、痛風である、請求項７に記載の薬剤。
【請求項１４】
　前記障害が、難治性痛風である、請求項１３に記載の薬剤。
【請求項１５】
　痛風に罹っている対象の高尿酸血症を治療するための薬剤であって、（－）－ハロフェ
ナート、（－）－ハロフェン酸またはその医薬的に許容される塩であり、その（＋）－エ
ナンチオマーを実質的に含まない第１の尿酸低下薬、ならびにキサンチンオキシダーゼ阻
害剤である第２の尿酸低下薬の治療上有効量を含む薬剤。
【請求項１６】
　前記第１の尿酸低下薬が、（－）－ハロフェナートである、請求項１５に記載の薬剤。
【請求項１７】
　前記第１の尿酸低下薬の用量が、約１００ｍｇ／日～約１０００ｍｇ／日である、請求
項１５に記載の薬剤。
【請求項１８】
　前記キサンチンオキシダーゼ阻害剤が、フェブキソスタットである、請求項１５に記載
の薬剤。
【請求項１９】
　前記フェブキソスタットの用量が、約１０ｍｇ／日～約２４０ｍｇ／日である、請求項
１８に記載の薬剤。
【請求項２０】
　前記（－）－ハロフェナートの用量が、約４００ｍｇ／日～約８００ｍｇ／日であり、
前記キサンチンオキシダーゼ阻害剤が、フェブキソスタットであり、前記用量が、約４０
ｍｇ／日～約１２０ｍｇ／日である、請求項１６に記載の薬剤。
【請求項２１】
　前記痛風が、難治性痛風である、請求項１６に記載の薬剤。
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